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１．新旧学習指導要領比較対照表
	新しい学習指導要領
	現行学習指導要領

	第８節　技術・家庭

第１　目標

生活に必要な基礎的・基本的な知識及び技術の習得を通して，生活と技術とのかかわりについて理解を深め，進んで生活を工夫し創造する能力と実践的な態度を育てる。
	第８節　技術・家庭

第１　目標

生活に必要な基礎的な知識と技術の習得を通して，生活と技術とのかかわりについて理解を深め，進んで生活を工夫し創造する能力と実践的な態度を育てる。

	第２　各分野の目標及び内容

〔技術分野〕

１　目標

ものづくりなどの実践的・体験的な学習活動を通して，材料と加工，エネルギー変換，生物育成及び情報に関する基礎的・基本的な知識及び技術を習得するとともに，技術と社会や環境とのかかわりについて理解を深め，技術を適切に評価し活用する能力と態度を育てる。
	第２　各分野の目標及び内容

〔技術分野〕

１　目標

実践的・体験的な学習活動を通して，ものづくりやエネルギー利用及びコンピュータ活用等に関する基礎的な知識と技術を習得するとともに，技術が果たす役割について理解を深め，それらを適切に活用する能力と態度を育てる。

	２　内容

Ａ　材料と加工に関する技術

(1)　生活や産業の中で利用されている技術について，次の事項を指導する。

ア　技術が生活の向上や産業の継承と発展に果たしている役割について考えること。

イ　技術の進展と環境との関係について考えること。

(2)　材料と加工法について，次の事項を指導する。

ア　材料の特徴と利用方法を知ること。

イ　材料に適した加工法を知り，工具や機器を安全に使用できること。
ウ　材料と加工に関する技術の適切な評価・活用について考えること。
(3)　材料と加工に関する技術を利用した製作品の設計・製作について，次の事項を指導する。

ア　使用目的や使用条件に即した機能と構造について考えること。

イ　構想の表示方法を知り，製作図をかくことができること。

ウ　部品加工，組立て及び仕上げができること。
	２　内容

Ａ　技術とものづくり

(1)　生活や産業の中で技術の果たしている役割について，次の事項を指導する。

ア　技術が生活の向上や産業の発展に果たしている役割について考えること。 

イ　技術と環境・エネルギー・資源との関係について知ること。 

(2)　製作品の設計について，次の事項を指導する。

ア　使用目的や使用条件に即した製作品の機能と構造について考えること。 

イ　製作品に用いる材料の特徴と利用方法を知ること。 

ウ　製作品の構想の表示方法を知り，製作に必要な図をかくことができること。 

(3)　製作に使用する工具や機器の使用方法及びそれらによる加工技術について，次の事項を指導する。

ア　材料に適した加工法を知ること。 

イ　工具や機器を適切に使い，製作品の部品加工，組立て及び仕上げができること。

	Ｂ　エネルギー変換に関する技術

(1)　エネルギー変換機器の仕組みと保守点検について，次の事項を指導する。

ア　エネルギーの変換方法や力の伝達の仕組みを知ること。

イ　機器の基本的な仕組みを知り，保守点検と事故防止ができること。

ウ　エネルギー変換に関する技術の適切な評価・活用について考えること。

(2)　エネルギー変換に関する技術を利用した製作品の設計・製作について，次の事項を指導する。

ア　製作品に必要な機能と構造を選択し，設計ができること。

イ　製作品の組立て・調整や電気回路の配線・点検ができること。
	(4)　製作に使用する機器の仕組み及び保守について，次の事項を指導する。

ア　機器の基本的な仕組みを知ること。

イ　機器の保守と事故防止ができること。

(5)　エネルギーの変換を利用した製作品の設計・製作について，次の事項を指導する。

ア　エネルギーの変換方法や力の伝達の仕組みを知り，それらを利用した製作品の設計ができること。

イ　製作品の組立て・調整や，電気回路の配線・点検ができること。

	Ｃ　生物育成に関する技術

(1)　生物の生育環境と育成技術について，次の事項を指導する。
ア　生物の育成に適する条件と生物の育成環境を管理する方法を知ること。
イ　生物育成に関する技術の適切な評価・活用について考えること。

(2)　生物育成に関する技術を利用した栽培又は飼育について，次の事項を指導する。

ア　目的とする生物の育成計画を立て，生物の栽培又は飼育ができること。
	(6)　作物の栽培について，次の事項を指導する。

ア　作物の種類とその生育過程及び栽培に適する環境条件を知ること。
イ　栽培する作物に即した計画を立て，作物の栽培ができること。

	Ｄ　情報に関する技術

(1)　情報通信ネットワークと情報モラルについて，次の事項を指導する。

ア　コンピュータの構成と基本的な情報処理の仕組みを知ること。
イ　情報通信ネットワークにおける基本的な情報利用の仕組みを知ること。
ウ　著作権や発信した情報に対する責任を知り，情報モラルについて考えること。

エ　情報に関する技術の適切な評価・活用について考えること。

(2)　ディジタル作品の設計・制作について，次の事項を指導する。
ア　メディアの特徴と利用方法を知り，制作品の設計ができること。
イ　多様なメディアを複合し，表現や発信ができること。

(3)　プログラムによる計測・制御について，次の事項を指導する。

ア　コンピュータを利用した計測・制御の基本的な仕組みを知ること。
イ　情報処理の手順を考え，簡単なプログラムが作成できること。
	Ｂ　情報とコンピュータ

(1)　生活や産業の中で情報手段の果たしている役割について，次の事項を指導する。

ア　情報手段の特徴や生活とコンピュータとのかかわりについて知ること。
イ　情報化が社会や生活に及ぼす影響を知り，情報モラルの必要性について考えること。

(2)　コンピュータの基本的な構成と機能及び操作について，次の事項を指導する。

ア　コンピュータの基本的な構成と機能を知り，操作ができること。
イ　ソフトウェアの機能を知ること。
(3)　コンピュータの利用について，次の事項を指導する。
ア　コンピュータの利用形態を知ること。
イ　ソフトウェアを用いて，基本的な情報の処理ができること。
(4)　情報通信ネットワークについて，次の事項を指導する。

ア　情報の伝達方法の特徴と利用方法を知ること。
イ　情報を収集，判断，処理し，発信ができること。
(5)　コンピュータを利用したマルチメディアの活用について，次の事項を指導する。

ア　マルチメディアの特徴と利用方法を知ること。

イ　ソフトウェアを選択して，表現や発信ができること。

(6)　プログラムと計測・制御について，次の事項を指導する。

ア　プログラムの機能を知り，簡単なプログラムの作成ができること。
イ　コンピュータを用いて，簡単な計測・制御ができること。

	３　内容の取扱い

(1)　内容の「Ａ材料と加工に関する技術」の(1)については，技術の進展が資源やエネルギーの有効利用，自然環境の保全に貢献していることや，ものづくりの技術が我が国の伝統や文化を支えてきたことについても扱うものとする。

(2)　内容の「Ｂエネルギー変換に関する技術」の(1)のイについては，漏電・感電等についても扱うものとする。

(3)　内容の「Ｃ生物育成に関する技術」の(2)については，地域固有の生態系に影響を及ぼすことのないよう留意するものとする。
(4)　内容の「Ｄ情報に関する技術」については，次のとおり取り扱うものとする。

ア　(1)のアについては，情報のディジタル化の方法と情報の量についても扱うこと。(1)のウについては，情報通信ネットワークにおける知的財産の保護の必要性についても扱うこと。
イ　(2)については，使用するメディアに応じて，個人情報の保護の必要性についても扱うこと。
(5)　すべての内容において，技術にかかわる倫理観や新しい発想を生み出し活用しようとする態度が育成されるようにするものとする。
	３　内容の取扱い

(1)　内容の「A技術とものづくり」については，次のとおり取り扱うものとする。

ア　(1)のイについては，技術の進展がエネルギーや資源の有効利用，自然環境の保全に貢献していることについて扱うこと。 

イ　(2)，(3)及び(4)については，主として木材・金属などを使用した製作品を取り上げること。(2)のウについては，等角図，キャビネット図のいずれかを扱うこと。 

ウ　(4)については，製作に使用する電気機器の基本的な電気回路や，漏電・感電等についても扱うこと。 

エ　(6)については，草花や野菜等の普通栽培を原則とするが，地域や学校の実情等に応じて施設栽培等を扱うこともできること。 
(2)　内容の「B情報とコンピュータ」については，次のとおり取り扱うものとする。

ア　(1)のアについては，身近な事例を通して情報手段の発展についても簡単に扱うこと。(1)のイについては，インターネット等の例を通して，個人情報や著作権の保護及び発信した情報に対する責任について扱うこと。 

イ　(3)のイについては，生徒の実態を考慮し文書処理，データベース処理，表計算処理，図形処理等の中から選択して取り上げること。
ウ　(4)については，コンピュータを利用したネットワークについて扱うこと。
エ　(6)のイについては，インタフェースの仕組み等に深入りしないこと。

	第３　指導計画の作成と内容の取扱い

１　指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。
(1)　技術分野及び家庭分野の授業時数については，３学年間を見通した全体的な指導計画に基づき，いずれかの分野に偏ることなく配当して履修させること。その際，家庭分野の内容の「Ａ家族・家庭と子どもの成長」の(3)のエ，「Ｂ食生活と自立」の(3)のウ及び「Ｃ衣生活・住生活と自立」の(3)のイについては，これら３事項のうち１又は２事項を選択して履修させること。
(2)　技術分野の内容の「Ａ材料と加工に関する技術」から「Ｄ情報に関する技術」並びに家庭分野の内容の「Ａ家族・家庭と子どもの成長」から「Ｄ身近な消費生活と環境」の各項目に配当する授業時数及び履修学年については，地域，学校及び生徒の実態等に応じて，各学校において適切に定めること。その際，技術分野の内容の「Ａ材料と加工に関する技術」の(1)及び家庭分野の内容の「Ａ家族・家庭と子どもの成長」の(1)については，それぞれ小学校図画工作科，家庭科などの学習を踏まえ，中学校における学習の見通しを立てさせるために，第１学年の最初に履修させること。
(3)　各項目及び各項目に示す事項については，相互に有機的な関連を図り，総合的に展開されるよう適切な題材を設定して計画を作成すること。その際，小学校における学習を踏まえ，他教科等との関連を明確にして，系統的・発展的に指導ができるよう配慮すること。
(4)　第１章総則の第１の２及び第３章道徳の第１に示す道徳教育の目標に基づき，道徳の時間などとの関連を考慮しながら，第３章道徳の第２に示す内容について，技術・家庭科の特質に応じて適切な指導をすること。
２　各分野の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。

(1)　基礎的・基本的な知識及び技術を習得し，基本的な概念などの理解を深めるとともに，仕事の楽しさや完成の喜びを体得させるよう，実践的・体験的な学習活動を充実すること。

(2)　生徒が学習した知識及び技術を生活に活用できるよう，問題解決的な学習を充実するとともに，家庭や地域社会との連携を図るようにすること。

３　実習の指導に当たっては，施設・設備の安全管理に配慮し，学習環境を整備するとともに，火気，用具，材料などの取扱いに注意して事故防止の指導を徹底し，安全と衛生に十分留意するものとする。

４　各分野の指導については，衣食住やものづくりなどに関する実習等の結果を整理し考察する学習活動や，生活における課題を解決するために言葉や図表，概念などを用いて考えたり，説明したりするなどの学習活動が充実するよう配慮するものとする。
	第３　指導計画の作成と内容の取扱い 

１　指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。
(1)　技術分野及び家庭分野の授業時数については，３学年間を見通した全体的な指導計画に基づき，いずれかの分野に偏ることなく配当して履修させること。その際，技術分野の内容の「A技術とものづくり」及び「B情報とコンピュータ」並びに家庭分野の内容の「A生活の自立と衣食住」及び「B家族と家庭生活」それぞれの(1)から(4)の項目については，すべての生徒に履修させること。また，技術分野の内容の「A技術とものづくり」及び「B情報とコンピュータ」並びに家庭分野の内容の「A生活の自立と衣食住」及び「B家族と家庭生活」それぞれの(5)及び(6)の項目については，各分野ごとに４項目のうち１又は２項目を選択して履修させること。 

(2)　技術分野の内容の「A技術とものづくり」及び「B情報とコンピュータ」並びに家庭分野の内容の「A生活の自立と衣食住」及び「B家族と家庭生活」の各項目に配当する授業時数及び履修学年については，地域，学校及び生徒の実態等に応じて，各学校において適切に定めること。 

(3)　各項目及び各項目に示す事項については，相互に有機的な関連を図り，総合的に展開されるよう適切な題材を設定して計画を作成すること。 

２　各分野の内容の指導については，次の事項に配慮するものとする。

(1)　実践的・体験的な学習活動を中心とし，仕事の楽しさや完成の喜びを体得させるようにすること。 

(2)　生徒が自分の生活に結び付けて学習できるよう，問題解決的な学習を充実すること。 

３　実習の指導に当たっては，施設・設備の安全管理に配慮し，学習環境を整備するとともに，火気，用具，材料などの取扱いに注意して事故防止の指導を徹底し，安全と衛生に十分留意するものとする。

４　第２の内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は，すべての生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示したものであり，学校において特に必要がある場合には，この事項にかかわらず指導することができること。 

５　選択教科としての「技術・家庭」においては，生徒の特性等に応じ多様な学習活動が展開できるよう，第２の内容その他の内容で各学校が定めるものについて，課題学習，基礎的・基本的な知識と技術の定着を図るための補充的な学習，地域の実態に即したり各分野の内容を統合したりする発展的な学習などの学習活動を各学校において適切に工夫して取り扱うものとする。


２．改訂のポイント
　技術分野における現行学習指導要領から新しい学習指導要領への大きな改訂点としては，以下のものが挙げられます。
①現行の学習指導要領においては「Ａ 技術とものづくり」，「Ｂ 情報とコンピュータ」の２つの内容で構成されていたものが，新学習指導要領においては「Ａ 材料と加工に関する技術」，「Ｂ エネルギー変換に関する技術」，「Ｃ 生物育成に関する技術」，「Ｄ 情報に関する技術」の４つの内容に改訂されたこと。

　　現行の学習指導要領では，Ａ，Ｂそれぞれの内容の中に必修･選択が設けられている関係上，それぞれが３つの内容に分けられ，全部で６つの内容がありました。それを４つの内容に整理し直したことになります。
　　学習内容の整理のイメージは，以下の通りです。








②現行の学習指導要領においては必修項目と選択項目が設定されていたが，新しい学習指導要領においては，すべての内容が必修となったこと。
　　現行学習指導要領では，必修項目としての「必修ものづくり」と「必修情報」が定められており，あとの４項目が選択項目で，４項目中１ないし２項目を学習することとなっています。すなわち，２ないし３項目は学習しない項目であったのですが，新しい学習指導要領ではすべてが必修と定められました。
　　技術分野の授業時数は今回の改訂でも変更はありませんので，すべての内容を履修することで不足すると考えられる授業時数は，必修情報の学習内容から整理し削除した内容（基礎的なコンピュータの操作やソフトウェアの使用方法，インターネットによる情報の検索等）分で確保することを想定しています。
③技術分野の学習の見通しを立てさせるために，小学校での学習を踏まえたガイダンス的な内容を，第１学年の最初に履修させるようになったこと。
　　「Ａ 材料と加工に関する技術」の「(1) 生活や産業の中で利用されている技術」という内容が，技術分野全体のガイダンス的な項目として位置付けられました。また，それを必ず第１学年の最初の授業で履修させることと明文化されています。ガイダンスは，技術と社会･環境とのかかわりを踏まえて技術の価値を認識させ，技術について学習する意味を認識させるようにしているものです。
　　小学校の図画工作などで関連する内容を学ぶことはありますが，教科としての「技術」は，基本的には小学校では学んで来ない教科ですので，特にガイダンスを設ける意味は大きいと思われます。
④ＡからＤのすべての内容は，「広く現代社会で活用されている技術について学習する事項」，「それらの技術を使用したものづくり（製作･制作･育成）を行う事項」，「技術と社会・環境とのかかわりの理解を踏まえて，技術を評価し活用する能力と態度を育てる事項」の３つの内容で構成されていること。
　　ＡからＤの各内容を，上記の３つの内容で割り振ると次のようになります。

	
	Ａ 材料と加工
	Ｂ エネルギー変換
	Ｃ 生物育成
	Ｄ 情　報

	ガイダンス
	（１）ア，イ
	
	
	

	現代社会で活用されている技術について学習する事項
	（２）ア，イ
	（１）ア，イ
	（１）ア
	（１）ア，イ，ウ

	ものづくりを行う事項
	（３）ア，イ，ウ
	（２）ア，イ
	（２）ア
	（２）ア，イ

（３）ア，イ

	技術を評価し活用する能力と態度を育てる事項
	（２）ウ
	（１）ウ
	（１）イ
	（１）エ


　　特に，３つ目の内容「技術と社会・環境とのかかわりの理解を踏まえて，技術を評価し活用する能力と態度を育てる事項」は，「○○に関する技術の適切な評価･活用について考えること。」という文言で，ＡからＤのすべてに共通して定められました。
　　持続可能な社会の構築等に対応する観点から，新設された指導事項です。
⑤その他，「道徳教育」，「言語活動」などに関する内容や，「伝統･文化」，「知的財産権教育」，「技術にかかわる倫理観」などの内容が明文化されていること。

以上のものなどが，主な改訂点となります。

３．家庭分野の内容
　参考として，家庭分野の新しい学習指導要領の内容を記します。

	２　内容

	A　家族・家庭と子どもの成長
（1）　自分の成長と家族について，次の事項を指導する。 

　ア　自分の成長と家族や家庭生活とのかかわりについて考えること。 

（2）　家庭と家族関係について，次の事項を指導する。 

　ア　家庭や家族の基本的な機能と，家庭生活と地域とのかかわりについて理解すること。 

　イ　これからの自分と家族とのかかわりに関心をもち，家族関係をよりよくする方法を考えること。 

（3）　幼児の生活と家族について，次の事項を指導する。 

　ア　幼児の発達と生活の特徴を知り，子どもが育つ環境としての家族の役割について理解すること。 

　イ　幼児の観察や遊び道具の製作などの活動を通して，幼児の遊びの意義について理解すること。 

　ウ　幼児と触れ合うなどの活動を通して，幼児への関心を深め，かかわり方を工夫できること。 

　エ　家族又は幼児の生活に関心をもち，課題をもって家族関係又は幼児の生活について工夫し，計画を立てて実践できること。 
	C　衣生活・住生活と自立
（1）　衣服の選択と手入れについて，次の事項を指導する。 

　ア　衣服と社会生活とのかかわりを理解し，目的に応じた着用や個性を生かす着用を工夫できること。 

　イ　衣服の計画的な活用の必要性を理解し，適切な選択ができること。 

　ウ　衣服の材料や状態に応じた日常着の手入れができること。 

（2）　住居の機能と住まい方について，次の事項を指導する。 

　ア　家族の住空間について考え，住居の基本的な機能について知ること。 

　イ　家族の安全を考えた室内環境の整え方を知り，快適な住まい方を工夫できること。 

（3）　衣生活，住生活などの生活の工夫について，次の事項を指導する。 

　ア　布を用いた物の製作を通して，生活を豊かにするための工夫ができること。 

　イ　衣服又は住まいに関心をもち，課題をもって衣生活又は住生活について工夫し，計画を立てて実践できること。 

	B　食生活と自立
（1）　中学生の食生活と栄養について，次の事項を指導する。 

　ア　自分の食生活に関心をもち，生活の中で食事が果たす役割を理解し，健康によい食習慣について考えること。 

　イ　栄養素の種類と働きを知り，中学生に必要な栄養の特徴について考えること。 

（2）　日常食の献立と食品の選び方について，次の事項を指導する。 

　ア　食品の栄養的特質や中学生の1日に必要な食品の種類と概量について知ること。 

　イ　中学生の1日分の献立を考えること。 

　ウ　食品の品質を見分け，用途に応じて選択できること。 

（3）　日常食の調理と地域の食文化について，次の事項を指導する。 

　ア　基礎的な日常食の調理ができること。また，安全と衛生に留意し，食品や調理用具等の適切な管理ができること。 

　イ　地域の食材を生かすなどの調理を通して，地域の食文化について理解すること。 

　ウ　食生活に関心をもち，課題をもって日常食又は地域の食材を生かした調理などの活動について工夫し，計画を立てて実践できること。 
	D　身近な消費生活と環境
（1）　家庭生活と消費について，次の事項を指導する。 

　ア　自分や家族の消費生活に関心をもち，消費者の基本的な権利と責任について理解すること。 

　イ　販売方法の特徴について知り，生活に必要な物資・サービスの適切な選択，購入及び活用ができること。 

（2）　家庭生活と環境について，次の事項を指導する。 

　ア　自分や家族の消費生活が環境に与える影響について考え，環境に配慮した消費生活について工夫し，実践できること。 


４．各教科等の新旧授業時数比較対照表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※（　）内の数字は，現行の授業時数
	区　　　　　　分
	第１学年
	第２学年
	第３学年

	各　教　科　の

授　業　時　数
	国　　　　　語
	１４０

（１４０）
	１４０

（１０５）
	１０５

（１０５）

	
	社　　　　　会
	１０５

（１０５）
	１０５

（１０５）
	１４０

（　８５）

	
	数　　　　　学
	１４０

（１０５）
	１０５

（１０５）
	１４０

（１０５）

	
	理　　　　　科
	１０５

（１０５）
	１４０

（１０５）
	１４０

(　８０)

	
	音　　　　　楽
	　４５

　（４５）
	　３５

　（３５）
	　３５

　（３５）

	
	美　　　　　術
	　４５

　（４５）
	　３５

　（３５）
	　３５

　（３５）

	
	保　健　体　育
	１０５

　（９０）
	１０５

　（９０）
	１０５

　（９０）

	
	技 術 ・ 家 庭
	　７０

　（７０）
	　７０

　（７０）
	　３５

　（３５）

	
	外　　国　　語
	１４０

（１０５）
	１４０

（１０５）
	１４０

（１０５）

	道　徳　の　授　業　時　数
	　３５
　（３５）
	　３５
　（３５）
	　３５
　（３５）

	総合的な学習の時間の授業時数
	　５０
（７０～１００）
	　７０
（７０～１０５）
	　７０
（７０～１３０）

	特 別 活 動 の 授 業 時 数
	　３５
　（３５）
	　３５
　（３５）
	　３５
　（３５）

	（参考： 選択教科等に充てる授業時数）
	　　－

（０～３０）
	　　－

（５０～８５）
	　　－

（１０５～１６５）

	総　　授　　業　　時　　数
	１０１５
（　９８０）
	１０１５
（　９８０）
	１０１５
（　９８０）


　選択教科等に充てられていた授業時数の設定がなくなり，中学校学習指導要領「第１章 総則 第２の５」において，「各学校においては，選択教科を開設し，生徒に履修させることができる。その場合にあっては，地域や学校，生徒の実態を考慮し，すべての生徒に指導すべき内容との関連を図りつつ，選択教科の授業時数及び内容を適切に定め選択教科の指導計画を作成するものとする。」という表現に変更されました。
　教育課程の共通性を重視し，選択教科は，標準授業時数の枠外で開設可と変更されたものです。
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